
議会議案第５号  
精神障がい者への交通運賃割引制度の適用を求める意見書の  
提出について    
精神障がい者への交通運賃割引制度の適用を求める意見書を別紙

のとおり提出する。                             令和元年６月２４日               提出者 須崎市議会議員 佐々木 學             賛成者 須崎市議会議員 髙橋 立一              〃  須崎市議会議員 西山 慶              〃  須崎市議会議員 柿谷 悟              〃  須崎市議会議員 髙橋 祐平              〃  須崎市議会議員 宮田 志野              〃  須崎市議会議員 豊島 美代子 



精神障がい者への交通運賃割引制度の適用を求める意見書   障害者基本法は、精神障がい者も身体障がい者及び知的障がい者と同じ「障がい者」と
して定義されており、障がい者の自立及び社会参加支援等に向けた基本理念を定めている。

障がい者の自立や社会参加を促進するためには、公共交通機関などの移動支援の確保が必

要不可欠であり、各種交通事業者は、ＪＲ、民間鉄道、航空、旅客船、バス、タクシー、

高速道路などを対象に障がい者に対する交通運賃割引制度を設け、障がい者の経済的負担

の軽減を図っている。しかし、精神障がい者については、現在も尚、ＪＲや高速道路など

交通運賃割引制度の対象から除外されているものもあり、精神障がい者の社会参加を促す

上で大きな課題となっている。  精神障がい者家族会の全国組織である全国精神保健福祉会連合会が実施したアンケート
調査結果（回答者約４，８００人）によると、精神障がい者の１か月の平均収入は約６万

円、そして無年金者は約２０％にも及ぶ。当然のこととして、交通費の負担が大きく「作

業所に行くのをやめた」「どこにも出かけないようにしている」「外出は自転車で行ける

範囲」など社会参加に程遠い深刻な実態が明らかになっている。  改正障害者基本法、障害者総合支援法、障害者差別解消法などの国内法が整備され、平
成２６年２月に国連障害者権利条約が発効しました。条約第２０条では「障害者自身が、

自ら選択する方法で、自ら選択する時に、かつ、負担しやすい費用で移動することを容易

にすること。」及び第４条では「障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び

慣行を修正し、又は廃止するための全ての適当な措置をとること。」「この条約と両立し

ないいかなる行為又は慣行も差し控えること。また、公の当局及び機関がこの条約に従っ

て行動することを確保すること。」と定めている。 
一連の国内法や条約に照らせば、障がい者の交通運賃割引制度から精神障がい者を除外

するような状況は、一刻も早く是正されなければならない問題である。 
よって、国会及び政府に対し、精神障がい者にも身体障がい者及び知的障がい者と同等

に交通運賃割引制度の適用対象とするよう各種交通事業者に働きかけ、必要な措置を講じ

るよう強く要望する。  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。    
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